
５章　運営に関する基準

○基準省令 1 や解釈通知 2 では以下の運営に関する基準が定められています。

1.	 内容及び手続の説明及び同意
2.	 提供拒否の禁止
3.	 サービス提供困難時の対応
4.	 受給資格等の確認
5.	 要介護認定の申請に係る援助
6.	 入退所
7.	 サービスの提供の記録
8.	 利用料等の受領
9.	 保険給付の請求のための証明書の交付
10.	介護医療院サービスの取扱方針
11.	施設サービス計画の作成
12.	診療の方針
13.	必要な医療の提供が困難な場合等の措置等
14.	機能訓練
15.	看護及び医学的管理の下における介護
16.	食事の提供
17.	入所者に関する市町村への通知

18.	管理者による管理
19.	管理者の責務
20.	計画担当介護支援専門員の責務
21.	運営規程
22.	勤務体制の確保等
23.	非常災害対策
24.	衛生管理等
25.	協力病院
26.	秘密保持等
27.	居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止
28.	苦情処理
29.	地域との連携等
30.	事故発生の防止及び発生時の対応
31.	会計の区分
32.	記録の整備

介護療養病床等から転換した介護医療院や医療機関併設型介護医療院を対象とした例外規定は特にありません。

1 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年１月18日厚生労働省令第５号）
2 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（老老発0322第１号）
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内容及び手続の説明及び同意について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第７条】
１	介護医療院は、介護医療院サービスの提供の開
始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族
に対し、第 29条に規定する運営規程の概要、従
業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービ
スの選択に資すると認められる重要事項を記した
文書を交付して説明を行い、当該提供の開始に
ついて入所申込者の同意を得なければならない。

基準省令第７条は、入所申込者に対し適切な介護医
療院サービスを提供するため、その提供の開始に
際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、
当該介護医療院の運営規程の概要、従業者の勤務
体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の入
所申込者がサービスを選択するために必要な重要
事項をわかりやすい説明書やパンフレット等の文書
を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該施設から
介護医療院サービスの提供を受けることにつき同
意を得なければならないこととしたものであること。
なお、当該同意については、入所申込者及び介護
医療院双方の保護の立場から書面によって確認する
ことが望ましいものである。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

介護医療院は、あらかじめ、入所申込者等
に重要事項を説明し、入所申込者の同意を
得なければならない。
説明の際には原則、文書を交付して説明す
ることが求められている。

例外として、以下の場合には、電子媒体に
よる提供も認められる。

２	　介護医療院は、入所申込者又はその家族から
の申出があった場合には、前項の規定による文書
の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当
該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該
文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
る方法であって次に掲げるもの（以下この条にお
いて「電磁的方法」という。）により提供すること
ができる。この場合において、当該介護医療院は、
当該文書を交付したものとみなす。
　一	　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ

又はロに掲げるもの
　　イ	　介護医療院の使用に係る電子計算機と入

所申込者又はその家族の使用に係る電子計
算機とを接続する電気通信回線を通じて送信
し、受信者の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法

　　ロ	　介護医療院の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルに記録された前項に規定す
る重要事項を電気通信回線を通じて入所申
込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所
申込者又はその家族の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルに当該重要事項を記
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録する方法（電磁的方法による提供を受け
る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場
合にあっては、介護医療院の使用に係る電
子計算機に備られたファイルにその旨を記録
する方法）

　二	　磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ
れらに準ずる方法により一定の事項を確実に
記録しておくことができる物をもって調製する
ファイルに前項に規定する重要事項を記録した
ものを交付する方法

３	　前項各号に掲げる方法は、入所申込者又はそ
の家族がファイルへの記録を出力することによる
文書を作成することができるものでなければなら
ない。
４	　第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、
介護医療院の使用に係る電子計算機と、入所申
込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電
気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
５	　介護医療院は、第二項の規定により第一項に規
定する重要事項を提供しようとするときは、あらか
じめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その
用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示
し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければ
ならない。
　一	　第二項各号に掲げる方法のうち介護医療院

が使用するもの
　二	　ファイルへの記録の方式
６	　前項の規定による承諾を得た介護医療院は、当
該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的
方法により電磁的方法による提供を受けない旨の
申出があったときは、当該入所申込者又はその家
族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電
磁的方法によってしてはならない。ただし、当該
入所申込者又はその家族が再び前項の規定によ
る承諾をした場合は、この限りでない。
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５章　運営に関する基準
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提供拒否の禁止について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第８条】
介護医療院は、正当な理由がなく介護医療院サー
ビスの提供を拒んではならない。

基準省令第８条は、原則として、入所申込に対して
応じなければならないことを規定したものであり、
特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの
提供を拒否することを禁止するものである。提供を
拒むことのできる正当な理由がある場合とは、入院
治療の必要がある場合その他入所者に対し自ら適
切な介護医療院サービスを提供することが困難な
場合である。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

介護医療院は、原則として、入所申込に対して
応じなければならないが、例えば、入所者に対
し自ら適切な介護医療院サービスを提供するこ
とが困難な場合は介護医療院サービスの提供
を拒むことができる。
その場合であっても、適切な病院又は診療所を
紹介する等の適切な措置を速やかに講じなけれ
ばならない（省令第９条）。

サービス提供困難時の対応について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第９条】
介護医療院は、入所申込者の病状等を勘案し、入
所申込者に対し自ら必要なサービスを提供すること
が困難であると認めた場合は、適切な病院又は診
療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じな
ければならない。

基準省令第９条は、入所申込者の病状からみて、
その病状が重篤なために介護医療院での対応が困
難であり、病院又は診療所での入院治療が必要で
あると認められる場合には、適切な病院又は診療所
を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなけれ
ばならないものであること。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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受給資格等の確認について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 10条】
１	　介護医療院は、介護医療院サービスの提供を
求められた場合には、その者の提示する被保険者
証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及
び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
２	　介護医療院は、前項の被保険者証に法第 73
条第２項に規定する認定審査会意見が記載されて
いるときは、当該認定審査会意見に配慮して、介
護医療院サービスを提供するように努めなければ
ならない。

（１）基準省令第 10	条第１項は、介護医療院サー
ビスの利用に係る費用につき保険給付を受けること
ができるのは、要介護認定を受けている被保険者
に限られるものであることを踏まえ、介護医療院は、
介護医療院サービスの提供の開始に際し、入所申
込者の提示する被保険者証によって、被保険者資
格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間
を確かめなければならないこととしたものである。
（２）	同条第２項は、入所申込者の被保険者証に、
介護医療院サービス等の適切かつ有効な利用等に
関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審
査会意見が記載されているときは、これに配慮して
介護医療院サービスを提供するように努めるべきこ
とを規定したものである。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

・	入所申込者の要介護認定の有無及び要介護認
定の有効期間を確かめるものとする。（省令第
10条）
・	要介護認定を受けていない場合には、速やか
に要介護認定の申請が行われるよう必要な援
助を行わなければならない。（省令第 11条）

＜参考＞

介護保険法（平成９年法律第123号）
　第七十三条　指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、

要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価
を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなけれ
ばならない。

　２　指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第二十七条第七項
第二号（第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。）若しくは第三十二条第六項第二号（第三十三条
第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。）に掲げる意見又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三
第一項後段に規定する意見（以下「認定審査会意見」という。）が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該
被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。
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要介護認定の申請に係る援助について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 11条】
１	　介護医療院は、入所の際に要介護認定を受け
ていない入所申込者については、要介護認定の
申請が既に行われているかどうかを確認し、当該
申請が行われていない場合は、入所申込者の意
思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必
要な援助を行わなければならない。

２	　介護医療院は、要介護認定の更新の申請が遅
くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効
期間の満了日の 30日前には行われるよう必要な
援助を行わなければならない。

（１）	基準省令第 11	条第１項は、要介護認定の申
請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時
に遡ることにより、介護医療院サービスの利用に係
る費用が保険給付の対象となり得ることを踏まえ、
介護医療院は、入所申込者が要介護認定を受けて
いないことを確認した場合には、要介護認定の申
請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行
われていない場合は、当該入所申込者の意思を踏
まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助
を行わなければならないこととしたものである。
（２）	同条第２項は、要介護認定を継続し、保険給付
を受けるためには要介護更新認定を受ける必要が
あること及び当該認定が申請の日から30	日以内に
行われることとされていることを踏まえ、介護医療
院は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該
入所者が受けている要介護認定の有効期間が終わ
る30	日前にはなされるよう、必要な援助を行わな
ければならないこととしたものである。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

入退所について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 12条】
１	　介護医療院は、その心身の状況、病状、その
置かれている環境等に照らし療養上の管理、看護、
医学的管理の下における介護及び機能訓練その
他医療等が必要であると認められる者を対象に、
介護医療院サービスを提供するものとする。
２	　介護医療院は、入所申込者の数が入所定員か
ら入所者の数を差し引いた数を超えている場合に
は、長期にわたる療養及び医学的管理の下におけ
る介護の必要性を勘案し、介護医療院サービスを
受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優
先的に入所させるよう努めなければならない。

（１）	基準省令第 12	条第１項は、介護医療院は、
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介
護及び機能訓練その他医療等が必要な要介護者を
対象とするものであることを規定したものである。

（２）	同条第２項は、入所を待っている申込者がいる
場合には、入所して介護医療院サービスを受ける
必要性が高いと認められる者を優先的に入所させ
るよう努めなければならないことを規定したもので
ある。また、その際の勘案事項として、介護医療
院が同条第１項に定める者を対象としていること等
にかんがみ、長期にわたる療養及び医学的管理の
下における介護の必要性を挙げているものである。
なお、こうした優先的な入所の取扱いについては、
透明性及び公平性が求められることに留意すべきも
のである。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

入所を待っている申込者がいる場合の考え方
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３	　介護医療院は、入所申込者の入所に際しては、
その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会
等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、
指定居宅サービス等（法第八条第二十四項に規
定する指定居宅サービス等をいう。第二十八条に
おいて同じ。）の利用状況等の把握に努めなけれ
ばならない。

４	　介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、
その置かれている環境等に照らし、その者が居宅
において日常生活を営むことができるかどうかに
ついて定期的に検討し、その内容等を記録しなけ
ればならない。
５	　前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護
職員、介護職員、介護支援専門員等の従業者の
間で協議しなければならない。

６	　介護医療院は、入所者の退所に際しては、入所
者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、
居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、
居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努める
ほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供そ
の他保健医療サービス又は福祉サービスを提供す
る者との密接な連携に努めなければならない。

（３）	同条第３項は、基準省令第２条（基本方針）を
踏まえ、入所者に対して適切な介護医療院サービ
スが提供されるようにするため、入所者の心身の状
況、病歴、生活歴、家族の状況等の把握に努めな
ければならないことを規定したものである。
	また、質の高い介護医療院サービスの提供に資す
る観点から、当該入所者に係る指定居宅サービス
等の利用状況等の把握に努めなければならないも
のとしたものである。
（４）	同条第４項及び第５項は、入所者について、そ
の病状及び身体の状態に照らし、退所して居宅にお
いて生活ができるかどうかについて定期的に検討し
なければならないこととされたものであること。医
師、薬剤師、看護・介護職員、介護支援専門員等
による居宅における生活への復帰の可否の検討は、
病状及び身体の状態に応じて適宜実施すべきもの
である。これらの検討の経過及び結果は記録してお
くとともに、基準省令第 42	条第２項の規定に基づ
きその記録は２年間保存しておくこと。
（５）	同条第６項は、入所者の退所に際しての、本人
又は家族等に対する家庭での介護方法等に関する
適切な指導、病院又は診療所の医師及び居宅介護
支援事業者等に対する情報提供について規定した
ものであること。入所者の退所にあたっては、退所
後の主治の医師、居宅介護支援事業者、市町村等
と十分連携を図ることが望ましい。

＜参考＞

介護保険法（平成９年法律第123号）
　第八条
　24　この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サー

ビス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特
例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を
営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス（以下この項において「指定居宅サービス等」という。）の適切な利用等を
することができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びそ
の家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を
定めた計画（以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。）を作成するととも
に、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービ
ス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、
並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老
人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事
業をいう。
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サービスの提供の記録について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 13条】
１	　介護医療院は、入所に際しては入所の年月日並
びに入所している介護保険施設の種類及び名称
を、退所に際しては退所の年月日を、入所者の被
保険者証に記載しなければならない。
２	　介護医療院は、介護医療院サービスを提供した
際には、提供した具体的なサービスの内容等を記
録しなければならない。

基準省令第 13条第２項は、サービスの提供日、具
体的なサービスの内容、入所者の状況その他必要
な事項を記録しなければならないこととしたもので
ある。
なお、基準省令第 42条第２項の規定に基づき、当
該記録は、２年間保存しなければならない。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

利用料等の受領について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 14条】
１	　介護医療院は、法定代理受領サービス（法第
48条第４項の規定により施設介護サービス費（同
条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。
以下この項及び第 46 条第１項において同じ。）が
入所者に代わり当該介護医療院に支払われる場
合の当該施設介護サービス費に係る介護医療院
サービスをいう。以下同じ。）に該当する介護医
療院サービスを提供した際には、入所者から利用
料（施設介護サービス費の支給の対象となる費用
に係る対価をいう。以下同じ。）の一部として、当
該介護医療院サービスについて法第 48 条第２項
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定
した費用の額（その額が現に当該介護医療院サー
ビスに要した費用の額を超えるときは、当該現に
介護医療院サービスに要した費用の額とする。次
項及び第 46 条において「施設サービス費用基準
額」という。）から当該介護医療院に支払われる
施設介護サービス費の額を控除して得られた額の
支払を受けるものとする。
２	　介護医療院は、法定代理受領サービスに該当し
ない介護医療院サービスを提供した際に入所者か
ら支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用
基準額との間に、不合理な差額が生じないように
しなければならない。

（１）基準省令第 14	条第１項は、法定代理受領サー
ビスとして提供される介護医療院サービスについて
の入所者負担として、法第 48	条第２項に規定する
厚生労働大臣が定める基準により算定した費用（食
事の提供に要する費用、居住に要する費用その他
の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定
める費用を除いて算定。）の額を除いた額の１割又
は２割（法第 50	条又は第 69	条の規定の適用によ
り保険給付の率が９割又は８割でない場合について
は、それに応じた割合）の支払を受けなければなら
ないことを規定したものである。

（２）同条第２項は、入所者間の公平及び入所者の
保護の観点から、法定代理受領サービスでない介
護医療院サービスを提供した際にその入所者から
支払を受ける利用料の額と法定代理受領サービス
である介護医療院サービスに係る費用の額の間に、
一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な
差額を設けてはならないこととしたものである。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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３	　介護医療院は、前２項の支払を受ける額のほ
か、次に掲げる費用の額の支払を受けることがで
きる。
一	　食事の提供に要する費用（法第 51 条の３第１
項の規定により特定入所者介護サービス費が入
所者に支給された場合は、同条第２項第１号に規
定する食費の基準費用額（同条第４項の規定によ
り当該特定入所者介護サービス費が入所者に代
わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条
第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限
度とする。）

二	　居住に要する費用（法第 51 条の３第１項の規
定により特定入所者介護サービス費が入所者に
支給された場合は、同条第２項第２号に規定する
居住費の基準費用額（同条第４項の規定により当
該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり
当該介護医療院に支払われた場合は、同条第２
項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度
とする。）
三	　厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が
選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い
必要となる費用

（３）	同条第３項は、介護医療院サービスの提供に関
して、

①	　食事の提供に要する費用（法第 51	条の２第１
項の規定により特定入所者介護サービス費が入
所者に支給された場合は、同条第２項第１号に規
定する食費の基準費用額（同条第４項の規定によ
り当該特定入所者介護サービス費が入所者に代
わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条
第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限
度とする。）

②	　居住に要する費用（法第 51	条の２第１項の規
定により特定入所者介護サービス費が入所者に
支給された場合は、同条第２項第２号に規定する
居住費の基準費用額（同条第４項の規定により当
該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり
当該介護医療院に支払われた場合は、同条第２
項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度
とする。）
③	　厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が
選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い
必要となる費用

①　食事の提供に要する費用。
②　居住に要する費用。
③　入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用。
④　入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用。
⑤　理美容代。
⑥　その他の日常生活に要する費用として、入所者に負担させることが適当と
　　認められるもの。

※	①から④までの利用料については、文書で同意を得なければならない

厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等（平成 12 年厚生省告示
第 123 号）
介護医療院による利用者等が選定する特別な療養室の提供に係る基準
⑴　特別な居室の定員が、１人又は２人であること。
⑵　	当該介護医療院の特別な療養室の定員の合計数を介護保険法施行規則第 138 条の規定に基づき

都道府県知事に提出した運営規程に定められている入所者等の定員で除して得た数が、おおむね
100 分の 50を超えないこと。

⑶　特別な療養室の入所者等１人当たりの床面積が、８m2 以上であること。
⑷　	特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる

費用の支払を入所者等から受けるのにふさわしいものであること。
⑸　	特別な療養室の提供が、利用者への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われるも

のであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。
⑹　特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。
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四	　厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が
選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必
要となる費用

五　理美容代
六	　前各号に掲げるもののほか、介護医療院サー
ビスにおいて提供される便宜のうち、日常生活
においても通常必要となるものに係る費用であっ
て、入所者に負担させることが適当と認められる
もの

４	　前項第１号から第４号までに掲げる費用につい
ては、別に厚生労働大臣が定めるところによるも
のとする。

５	　介護医療院は、第３項各号に掲げる費用の額に
係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、
入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容
及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入
所者の同意を得なければならない。ただし、同項
第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意につ
いては、文書によるものとする。

④	　厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が
選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必
要となる費用

⑤　理美容代
⑥	　前各号に掲げるもののほか、介護医療院サー
ビスにおいて提供される便宜のうち、日常生活
においても通常必要となるものに係る費用であっ
て、その入所者に負担させることが適当と認めら
れるものについては、前２項の利用料のほかに入
所者から支払を受けることができることとし、保
険給付の対象となっているサービスと明確に区分
されないあいまいな名目による費用の支払を受
けることは認めないこととしたものである。なお、
①から④までの費用については、居住、滞在及
び食事の提供に係る利用料等に関する指針（平
成 17年厚生労働省告示第 419	号）及び厚生労
働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室
等の提供に係る基準等（平成 12	年厚生省告示
第 123	号）の定めるところによるものとし、前
記⑥の費用の具体的な範囲については、別に通
知するところによるものとする。

（４）基準省令第 14	条第５項は、介護医療院は、
同条第３項の費用の支払を受けるに当たっては、あ
らかじめ、入所者又はその家族に対して、その額
等を記載した書類を交付して、説明を行い、入所
者の同意を得なければならないこととしたものであ
る。また、同項第１号から第４号までの利用料に係
る同意については、文書によって得なければならな
いこととしたものである。

厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等（平成 12 年厚生省告示
第 123 号）
利用者等が選定する特別な食事の提供に係る基準
イ　特別な食事の内容等について
⑴	　利用者等が選定する特別な食事が通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材
料を使用し、特別な調理を行うなど、指針第２号ロに規定する食事の提供に係る利用料の額を超えて
必要な費用につき支払を受けるのにふさわしいものであること。

⑵	　介護医療院にいて、次に掲げる配慮がなされていること。
　(i)　	医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士による利用者等ごとの医学的及び栄養学的な管理が

行われていること。
　(ii)　食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての衛生管理がなされていること。
　(iii)　特別な食事を提供することによって特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。

居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る
利用料等に関する指針（平成 17 年９月７日厚
生労働省告示第 419 号）

通所介護等における日常生活に要する費用の
取扱いについて（平成 12 年３月30日	老企第
54 号）
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通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成12年３月30日 老企第54号）

「その他の日常生活費」
の趣旨

利用者等又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護
等の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費がこれに該当する。
なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供
と関係のないもの ( 利用者等の嗜好品の購入等 ) については、その費用は「そ
の他の日常生活費」とは区別されるべきものである。

「その他の日常生活費」
の受領に係る基準

以下に掲げる基準が遵守されなければならない。

①　 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっている
サービスとの間に重複関係がないこと。

②　 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目
による費用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、
共益費、施設利用補償金といったあいまいな名目の費用の徴収は認められ
ず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。

③　 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の
自由な選択に基づいて行われるものでなければならず、事業者又は施設は

「その他の日常生活費」の受領について利用者等又はその家族等に事前に
十分な説明を行い、その同意を得なければならないこと。

④　 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費
相当額の範囲内で行われるべきものであること。

⑤　 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は
施設の運営規程において定められなければならず、また、サービスの選択に
資すると認められる重要事項として、施設の見やすい場所に掲示されなけれ
ばならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都
度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許され
るものであること。

「その他の日常生活費」
の具体的な範囲

　他の介護施設サービスについて以下のようにさだめられており、介護医療院に
おいても、同様の項目が適用される。

①　 入所者又は入院患者 ( 以下「入所者等」という。) の希望によって、身の回
り品として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用

②　 入所者等の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が
提供する場合に係る費用

③　健康管理費 ( インフルエンザ予防接種に係る費用等 )

④　預り金の出納管理に係る費用

⑤　私物の洗濯代
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留意事項 a.　 「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日
常生活に最低限必要と考えられる物品 ( 例えば、歯ブラシや化粧品等の個
人用の日用品等 ) であって、利用者等の希望を確認した上で提供されるもの
をいう。
したがって、こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者に対して一律
に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認めら
れないものである。

b.　 「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば、事業者又は施設が
サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費等
が想定されるものであり、すべての利用者又は入所者に一律に提供される
教養娯楽に係る費用 ( 共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の使用
料等 ) について、「その他の日常生活費」として徴収することは認められな
いものである。

c.　 預り金の出納管理に係る費用を入所者等から徴収する場合には、
イ　責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること
ロ　 適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体

制で出納事務が行われること
ハ　 入所者等との保管依頼書 ( 契約書 )、個人別出納台帳等、必要な書

類を備えていること
等が満たされ、適正な出納管理が行われることが要件となる。
また、入所者から出納管理に係る費用を徴収する場合にあっては、その積
算根拠を明確にし、適切な額を定めることとし、例えば、預り金の額に対し、
月当たり一定割合とするような取扱いは認められないものである。

d.　 介護保険施設サービスの利用者のおむつに係る費用については、保険給付
の対象とされていることから、おむつ代を始め、おむつカバー代及びこれら
に係る洗濯代等おむつに係る費用は一切徴収できないことに留意すること。
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○「日常生活に要する費用」について、具体的なQ&Aは以下のとおりです3。

問 1　個人用の日用品について、「一般的に要介護
者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」
としてはどういったものが想定されるのか。

答　歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日
用品であって、利用者に一律に提供されるもので
はなく、利用者個人又はその家族等の選択により
利用されるものとして、事業者 ( 又は施設 ) が提
供するもの等が想定される。

問 2　個人用の日用品については、一般的に要介護
者等の日常生活に最低限必要と考えられるものに
限られることとされているが、それ以外の個人の
嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、費
用の徴収ができないのか。

答　サービス提供とは関係のない費用として、徴収
は可能である。

問 3　個人用の日用品については、一般的に要介
護者等の日常生活に必要と考えられるものであれ
ば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合で
あってもその費用は「その他の日常生活費」に該
当するのか。

答　このような場合は、「サービス提供の一環として
提供される便宜」とは言い難いので、「その他の
日常生活費」に該当しない。

問 4　個人用の日用品については、一般的に要介
護者等の日常生活に必要と考えられるものであれ
ば、ある利用者の個別の希望に応じて、事業者等
が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、そ
の購入代金を利用者に請求する場合も「その他の
日常生活費」に該当するのか。

答　個人のために単に立て替え払いするような場合
は、事業者等として提供する便宜とは言えず、そ
の費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、
サービス提供とは関係のない費用として徴収を行
うこととなる。

問 5　個人専用の家電製品の電気代は、利用者から
徴収できないのか。

答　サービス提供とは関係のない費用として、徴収
は可能である。

問 6　施設にコインランドリーがある場合、その料
金についても「私物の洗濯代」として「その他の日
常生活費」に該当するのか。

答　このような場合は、施設が洗濯サービスを提供
しているわけではないので、その他の日常生活費
には該当しない。

問 7　個人の希望に応じて事業者等が代わって購入
する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「そ
の他の日常生活費」に該当するか。

答　全くの個別の希望に答える場合は事業者等とし
て提供する便宜とは言えず、その費用は「その他
の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関
係のない費用として徴収を行うこととなる。

3 『その他 の日常生活費』に係るＱ＆Ａ（平成12年３月31日介護保険制度施行準備室事務連絡）
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問 8　事業者等が実施するクラブ活動や行事におけ
る材料費等は、「その他の日常生活費」に該当す
るか。　

答　事業者等が、サービスの提供の一環として実施
するクラブ活動や行事のうち、一般的に想定され
るもの ( 例えば、作業療法等機能訓練の一環とし
て行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する
定例行事 ) における材料費等は保険給付の対象に
含まれることから別途徴収することはできないが、
サービスの提供の一環として実施するクラブ活動
や行事のために調達し、提供する材料であって、
利用者に負担させることが適当と認められるもの
( 例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活
動等の材料費 ) に係る費用は、教養娯楽に要する
費用として「その他の日常生活費」に該当する。

　なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事で
あっても、一般的に想定されるサービスの提供の
範囲を超えるもの ( 例えば、利用者の趣味的活動
に関し事業者等が提供する材料等や、希望者を募
り実施する旅行等 ) に係る費用については、サー
ビス提供とは関係のない費用として徴収を行うこ
ととなる。
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保険給付の請求のための証明書の交付について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 15条】
介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しな
い介護医療院サービスに係る費用の支払を受けた
場合は、提供した介護医療院サービスの内容、費
用の額その他必要と認められる事項を記載したサー
ビス提供証明書を入所者に対して交付しなければな
らない。

基準省令第 15	条は、入所者が保険給付の請求を
容易に行えるよう、介護医療院は、法定代理受領
サービスでない介護医療院サービスに係る利用料
の支払を受けた場合は、提供した介護医療院サー
ビスの内容、費用の額その他入所者が保険給付を
請求する上で必要と認められる事項を記載したサー
ビス提供証明書を入所者に対して交付しなければな
らないこととしたものである。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

介護医療院サービスの取扱方針について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 16条】
１	　介護医療院は、施設サービス計画に基づき、
入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資
するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、そ
の者の療養を妥当適切に行わなければならない。
２	　介護医療院サービスは、施設サービス計画に基
づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮
して行われなければならない。
３	　介護医療院の従業者は、介護医療院サービス
の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者
又はその家族に対し、療養上必要な事項について、
理解しやすいように指導又は説明を行わなければ
ならない。
４	　介護医療院は、介護医療院サービスの提供に
当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命
又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を
除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限す
る行為（以下「身体的拘束等」という。）を行っ
てはならない。
５	　介護医療院は、身体的拘束等を行う場合には、
その態様及び時間、その際の入所者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ
ならない。
６	　介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図る
ため、次に掲げる措置を講じなければならない。
　一	　身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会を三月に一回以上開催するととも
に、その結果について、介護職員その他の従

（１）	基準省令第 16	条第５項に規定する記録の記載
は、介護医療院の医師が診療録に記載しなければ
ならないものとすること。
（２）	同条第４項及び第５項は、当該入所者又は他の
入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ
を得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな
らず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行
う場合にあっても、その態様及び時間、その際の
入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
を記録しなければならないこととしたものである。
なお、基準省令第 42	条第２項の規定に基づき、
当該記録は、２年間保存しなければならない。
（３）身体的拘束等の適正化のための対策を検討す
る委員会（第６項第１号）同条第６項第１号の「身体
的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

身体的拘束等に関する考え方は他の介護保険
施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施
設等と同様）
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業者に周知徹底を図ること。
　二	　身体的拘束等の適正化のための指針を整備

すること。
　三	　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘

束等の適正化のための研修を定期的に実施す
ること。

７	　介護医療院は、自らその提供する介護医療院
サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ら
なければならない。

（以下「身体的拘束適正化検討委員会」という。）
とは、身体的拘束の適正化のための対策を検討す
る委員会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管
理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、支
援相談員）	により構成する。構成メンバーの責務及
び役割分担を明確にするとともに、専任の身体的
拘束適正化対応策を担当する者を決めておくことが
必要である。
　なお、身体的拘束適正化検討委員会は、運営委
員会など他の委員会と独立して設置・運営すること
が必要であるが、事故防止委員会及び感染対策委
員会については、関係する職種等が身体的拘束適
正化検討委員会と相互に関係が深いと認められるこ
とから、これと一体的に設置・運営することも差し
支えない。
　身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケア全
般の責任者であることが望ましい。また、身体的
拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活
用することが望ましく、その方策として、精神科専
門医等の専門医の活用等が考えられる。
　介護医療院が、報告、改善のための方策を定め、
周知徹底する目的は、身体的拘束適正化について、
施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげ
るためのものであり、決して従業者の懲罰を目的
としたものではないことに留意することが必要であ
る。具体的には、次のようなことを想定している。
①	　身体的拘束について報告するための様式を整
備すること。

②	　介護職員その他の従業者は、身体的拘束の発
生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、
①の様式に従い、身体的拘束について報告する
こと。
③	　身体的拘束適正化のための委員会において、
②により報告された事例を集計し、分析すること。

④	　事例の分析に当たっては、身体的拘束の発生
時の状況等を分析し、身体的拘束の発生原因、
結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化
策を検討すること。

⑤	　報告された事例及び分析結果を従業者に周知
徹底すること。

⑥	　適正化策を講じた後に、その効果について評
価すること。

(４)	身体的拘束適正化のための指針（第６項第２号）
介護医療院が整備する「身体的拘束適正化のため
の指針」には、次のような項目を盛り込むこととす
る。
①　施設における身体的拘束適正化に関する基本
的考え方
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②	　身体的拘束適正化のための委員会その他施設
内の組織に関する事項

③	　身体的拘束適正化のための職員研修に関する
基本方針

④	　施設内で発生した身体的拘束の報告方法等の
ための方策に関する基本方針
⑤　身体的拘束発生時の対応に関する基本方針
⑥	　入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基
本方針

⑦	　その他身体的拘束適正化の推進のために必要
な基本方針

(５)	身体的拘束適正化のための従業者に対する研修
（第６項第３号）
介護職員その他の従業者に対する身体的拘束適正
化のための研修の内容としては、身体的拘束適正
化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発する
とともに、当該介護医療院における指針に基づき、
適正化の徹底を行うものとする。
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当
該介護医療院が指針に基づいた研修プログラムを
作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催すると
ともに、新規採用時には必ず身体的拘束適正化の
研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容についても記録することが
必要である。研修の実施は、職員研修施設内での
研修で差し支えない。

67



５章　運営に関する基準

５
章　
運
営
に
関
す
る
基
準

施設サービス計画の作成について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 17条】

１	　介護医療院の管理者は、介護支援専門員に施
設サービス計画の作成に関する業務を担当させる
ものとする。

２	　施設サービス計画に関する業務を担当する介護
支援専門員（「計画担当介護支援専門員」という。）
は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所
者の日常生活全般を支援する観点から、地域の住
民による自発的な活動によるサービス等の利用も
含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努め
なければならない。

３	　計画担当介護支援専門員は、施設サービス計
画の作成に当たっては、適切な方法により、入所
者について、その有する能力、その置かれている
環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点
を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営む
ことができるように支援する上で解決すべき課題
を把握しなければならない。

基準省令第 17	条は、入所者の課題分析、サービ
ス担当者会議の開催、施設サービス計画の作成、
施設サービス計画の実施状況の把握など、施設サー
ビスが施設サービス計画に基づいて適切に行われ
るよう、施設サービス計画に係る一連の業務のあり
方及び当該業務を行う介護支援専門員（以下「計
画担当介護支援専門員」という。）の責務を明らか
にしたものである。なお、施設サービス計画の作
成及びその実施に当たっては、いたずらにこれを入
所者に強制することとならないように留意するもの
とする。

（１）計画担当介護支援専門員による施設サービス
計画の作成（第１項）
介護医療院の管理者は、施設サービス計画の作成
に関する業務の主要な過程を計画担当介護支援専
門員に担当させることとしたものである。
（２）総合的な施設サービス計画の作成（第２項）
施設サービス計画は、入所者の日常生活全般を支
援する観点に立って作成されることが重要である。
このため、施設サービス計画の作成又は変更に当
たっては、入所者の希望や課題分析の結果に基づ
き、介護給付等対象サービス以外の、当該地域の
住民による入所者の話し相手、会食などの自発的
な活動によるサービス等も含めて施設サービス計
画に位置付けることにより、総合的な計画となるよ
う努めなければならない。
（３）課題分析の実施（第３項）
施設サービス計画は、個々の入所者の特性に応じ
て作成されることが重要である。このため計画担当
介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に先
立ち入所者の課題分析を行わなければならない。
課題分析とは、入所者の有する日常生活上の能力
や入所者を取り巻く環境等の評価を通じて入所者
が生活の質を維持・向上させていく上で生じている
問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を
営むことができるように支援する上で解決すべき課
題を把握することであり、入所者の生活全般につい
てその状態を十分把握することが重要である。
なお、課題分析は、計画担当介護支援専門員の個
人的な考え方や手法のみによって行われてはなら
ず、入所者の課題を客観的に抽出するための手法
として合理的なものと認められる適切な方法を用い
なければならないものである。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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４	　計画担当介護支援専門員は、前項の規定によ
る解決すべき課題の把握（「アセスメント」という。）
に当たっては、入所者及びその家族に面接して行
わなければならない。この場合において、計画担
当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及び
その家族に対して十分に説明し、理解を得なけれ
ばならない。

５	　計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、
入所者についてのアセスメントの結果及び医師の
治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘
案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、
総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課
題、介護医療院サービスの目標及びその達成時
期、介護医療院サービスの内容、介護医療院サー
ビスを提供する上での留意事項等を記載した施設
サービス計画の原案を作成しなければならない。

６	　計画担当介護支援専門員は、サービス担当者
会議の開催、担当者に対する照会等により、当該
施設サービス計画の原案の内容について、担当
者から、専門的な見地からの意見を求めるものと
する。

（４）課題分析における留意点（第４項）
計画担当介護支援専門員は、解決すべき課題の把
握（以下「アセスメント」という。）に当たっては、
必ず入所者及びその家族に面接して行わなければ
ならない。この場合において、入所者やその家族
との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、
計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者
及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なけ
ればならない。なお、このため、計画担当介護支
援専門員は面接技法等の研鑚に努めることが重要
である。なお、家族への面接については、幅広く
課題を把握する観点から、テレビ電話等の通信機
器等の活用により行われるものを含むものとする。
（５）施設サービス計画原案の作成（第５項）
計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画が
入所者の生活の質に直接影響する重要なものである
ことを十分に認識し、施設サービス計画原案を作成
しなければならない。したがって、施設サービス計
画原案は、入所者の希望及び入所者についてのアセ
スメントの結果による専門的見地並びに介護医療院
の医師の治療方針に基づき、入所者の家族の希望
を勘案した上で、実現可能なものとする必要がある。
また、当該施設サービス計画原案には、入所者及
びその家族の生活に対する意向及び総合的な援助
の方針並びに生活全般の解決すべき課題に加え、
各種サービス（医療、リハビリテーション、看護、
介護、食事等）に係る目標を具体的に設定し記載
する必要がある。さらに提供される施設サービスに
ついて、その長期的な目標及びそれを達成するた
めの短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明
確に盛り込み、当該達成時期には施設サービス計
画及び提供したサービスの評価を行い得るようにす
ることが重要である。
なお、ここでいう介護医療院サービスの内容には、
当該介護医療院の行事及び日課を含むものである。
（６）サービス担当者会議等による専門的意見の聴取
（第６項）
計画担当介護支援専門員は、効果的かつ実現可能
な質の高い施設サービス計画とするため、施設サー
ビスの目標を達成するために、具体的なサービス
の内容として何ができるかなどについて、施設サー
ビス計画原案に位置付けた施設サービスの担当者
からなるサービス担当者会議の開催又は当該担当
者への照会等により、専門的な見地からの意見を
求め調整を図ることが重要である。なお、計画担
当介護支援専門員は、入所者の状態を分析し、複
数職種間で直接に意見調整を行う必要の有無につ
いて十分見極める必要があるものである。
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７	　計画担当介護支援専門員は、施設サービス計
画の原案の内容について入所者又はその家族に対
して説明し、文書により入所者の同意を得なけれ
ばならない。

８	　計画担当介護支援専門員は、施設サービス計
画を作成した際には、当該施設サービス計画を入
所者に交付しなければならない。

９	　計画担当介護支援専門員は、施設サービス計
画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把
握（入所者についての継続的なアセスメントを含
む。）を行い、必要に応じて施設サービス計画の
変更を行うものとする。

なお、同項で定める他の担当者とは、医師、薬剤師、
看護・介護職員、理学療法士等、栄養士等の当該
入所者の介護及び生活状況等に関係する者を指す
ものである。
（７）施設サービス計画原案の説明及び同意（第７項）
施設サービス計画は、入所者の希望を尊重して作
成されなければならない。
このため、計画担当介護支援専門員に、施設サー
ビス計画の作成に当たっては、これに位置付ける
サービスの内容を説明した上で文書によって入所者
の同意を得ることを義務づけることにより、サービ
スの内容への入所者の意向の反映の機会を保障し
ようとするものである。
なお、当該説明及び同意を要する施設サービス計
画の原案とは、いわゆる施設サービス計画書の第１
表及び第２表（「介護サービス計画書の様式及び課
題分析標準項目の提示について」（平成 11 年 11
月 12日老企第 29 号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知）に示す標準様式を指す。）に相当するも
のを指すものである。
また、施設サービス計画の原案について、入所者
に対して説明し、同意を得ることを義務づけている
が、必要に応じて入所者の家族に対しても説明を行
い同意を得る（通信機器等の活用により行われるも
のを含む。）ことが望ましいことに留意されたい。
（８）施設サービス計画の交付（第８項）
施設サービス計画を作成した際には、遅滞なく入所
者に交付しなければならない。
なお、交付した施設サービス計画は、基準省令第
42条第２項の規定に基づき、２年間保存しておかな
ければならない。
（９）施設サービス計画の実施状況等の把握及び評
価等（第９項）
計画担当介護支援専門員は、入所者の解決すべき
課題の変化に留意することが重要であり、施設サー
ビス計画の作成後においても、入所者及びその家
族並びに他のサービス担当者と継続して連絡調整を
行い、施設サービス計画の実施状況の把握（入所
者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モ
ニタリング」という。）を行い、入所者の解決すべ
き課題の変化が認められる場合等必要に応じて施設
サービス計画の変更を行うものとする。
なお、入所者の解決すべき課題の変化は、入所者
に直接サービスを提供する他のサービス担当者によ
り把握されることも多いことから、計画担当介護支
援専門員は、他のサービス担当者と緊密な連携を
図り、入所者の解決すべき課題の変化が認められる
場合には、円滑に連絡が行われる体制の整備に努め
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10	　計画担当介護支援専門員は、前項に規定する
実施状況の把握（第二号において「モニタリング」
という。）に当たっては、入所者及びその家族並
びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特
段の事情のない限り、次に定めるところにより行
わなければならない。

　一　定期的に入所者に面接すること。
　二　定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11	　計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合
においては、サービス担当者会議の開催、担当
者に対する照会等により、施設サービス計画の
変更の必要性について、担当者から、専門的な
見地からの意見を求めるものとする。

　一	　入所者が法第 28条第２項に規定する要介護
更新認定を受けた場合

　二	　入所者が法第 29条第１項に規定する要介護
状態区分の変更の認定を受けた場合

12	　第２項から第８項までの規定は、第９項に規定
する施設サービス計画の変更について準用する。

なければならない。
（10）モニタリングの実施（第 10	項）
施設サービス計画の作成後のモニタリングについ
ては、定期的に、入所者と面接して行う必要がある。
また、モニタリングの結果についても定期的に記録
することが必要である。「定期的に」の頻度につい
ては、入所者の心身の状況等に応じて適切に判断
するものとする。
また、特段の事情とは、入所者の事情により、入
所者に面接することができない場合を主として指す
ものであり、計画担当介護支援専門員に起因する
事情は含まれない。なお、当該特段の事情がある
場合については、その具体的な内容を記録しておく
ことが必要である。
（11）施設サービス計画の変更（第 12	項）
計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を
変更する際には、原則として、基準省令第 17	条第
２項から第８項に規定された施設サービス計画作成
に当たっての一連の業務を行うことが必要である。
なお、入所者の希望による軽微な変更を行う場合
には、この必要はないものとする。ただし、この場
合においても、計画担当介護支援専門員が、入所
者の解決すべき課題の変化に留意することが重要
であることは、同条第９項（（９）施設サービス計画
の実施状況等の把握及び評価等）に規定したとおり
であるので念のため申し添える。
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診療の方針について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 18条】
１	　医師の診療の方針は、次に掲げるところによる
ものとする。
　一	　診療は、一般に医師として必要性があると認

められる疾病又は負傷に対して、的確な診断
を基とし、療養上妥当適切に行う。

　二	　診療に当たっては、常に医学の立場を堅持
して、入所者の心身の状況を観察し、要介護
者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、
心理的な効果をもあげることができるよう適切
な指導を行う。

　三	　常に入所者の心身の状況、病状、その置か
れている環境等の的確な把握に努め、入所者
又はその家族に対し、適切な指導を行う。

　四	　検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病
状に照らして妥当適切に行う。

　五	　特殊な療法、新しい療法等については、別
に厚生労働大臣が定めるもののほか行っては
ならない。

　六	　別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医
薬品を入所者に施用し、又は処方してはならな
い。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和
三十五年法律第百四十五号）第二条第十七項
に規定する治験に係る診療において、当該治
験の対象とされる薬物を使用する場合におい
ては、この限りではない。

基準省令第 18 条は、介護医療院の医師が、常に
入所者の病状や心身の状態の把握に努めるべきこ
ととしたものであり、特に、診療に当たっては、的
確な診断を基とし、入所者に対して必要な検査、投
薬、処置等を妥当適切に行うこと。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

厚生労働大臣が定める療法等
（平成 12年厚生省告示第 124 号）（略）
厚生労働大臣が定める療法等は、療担規則及
び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働
大臣が定める掲示事項等（平成 18年厚生労働
省告示第 107 号）第五に定める療法等とする。

医師の使用医薬品
（平成 12年厚生省告示第 125 号）（略）
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づ
き厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成 18
年厚生労働省告示第 107 号）第六に定める使
用医薬品とする。

平成18年厚生労働省告示第 107 号
　第	五　療担規則第十八条及び療担基準第十八条の特殊療法に係る

厚生労働大臣が定める療法等
　　　治験に係る薬物又は機械器具等を用いた療法

平成 18年厚生労働省告示第 107 号
　第	六　使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成 18 年厚生労働省告示第

95 号）の別表に収載されている医薬品	（平成 18 年９月１日以降
においては別表第１に収載されている医薬品を、平成 19 年４月１
日以降においては別表第２に収載されている医薬品を除く。）並び
に投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セッ
コウ及び別表第３に収載されている医薬品（平成十九年四月一日
以降においては別表第４に収載されている医薬品を除く。）
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必要な医療の提供が困難な場合等の措置等について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 19条】
１	　介護医療院の医師は、入所者の病状からみて
当該介護医療院において自ら必要な医療を提供す
ることが困難であると認めたときは、協力病院そ
の他適当な病院若しくは診療所への入院のための
措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療
について適切な措置を講じなければならない。
２	　介護医療院の医師は、不必要に入所者のため
に往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所
に通院させてはならない。
３	　介護医療院の医師は、入所者のために往診を
求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院さ
せる場合には、当該病院又は診療所の医師又は
歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する
情報の提供を行わなければならない。
４	　介護医療院の医師は、入所者が往診を受けた
医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院
若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該
入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものと
し、その情報により適切な診療を行わなければな
らない。

（１）基準省令第 19	条は、介護医療院の入所者に
対しては、施設の医師が必要な医療を行うことを定
めたものであるが、入所者の病状からみて当該介
護医療院において自ら必要な医療を提供することが
困難であると認めた場合は、協力病院その他の病
院又は診療所への入院のための措置を講じ、又は
往診や通院により他の医師の対診を求める等により
入所者の診療について適切な措置を講じなければ
ならないものとすること。
（２）特に、入所者の病状が急変した場合などのよ
うに入院による治療を必要とする場合には、協力病
院等の病院へ速やかに入院させることが必要であ
ること。
（３）介護医療院の入所者に係る往診及び通院（対診）
については、別に通知するところによるものである
こと。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

機能訓練について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 20条】
介護医療院は、入所者の心身の諸機能の維持回復
を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、
作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的
に行わなければならない。

リハビリテーションの提供に当たっては、入所者の
心身の状況及び家庭環境等を十分に踏まえて、日
常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供しな
ければならないものとする。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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５章　運営に関する基準

５
章　
運
営
に
関
す
る
基
準

看護及び医学的管理の下における介護について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 21条】
１	　看護及び医学的管理の下における介護は、入
所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよ
う、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な
技術をもって行われなければならない。
２	　介護医療院は、一週間に二回以上、適切な方
法により、入所者を入浴させ、又は清拭しなけれ
ばならない。
３	　介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、
その置かれている環境等に応じ、適切な方法によ
り、排せつの自立について必要な援助を行わなけ
ればならない。
４	　介護医療院は、おむつを使用せざるを得ない
入所者のおむつを適切に取り替えなければならな
い。
５	　介護医療院は、褥瘡が発生しないよう適切な介
護を行うとともに、その発生を予防するための体
制を整備しなければならない。
６	　介護医療院は、前各項に定めるほか、入所者に
対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の
世話を適切に行わなければならない。
７	　介護医療院は、その入所者に対して、入所者の
負担により、当該介護医療院の従業者以外の者に
よる看護及び介護を受けさせてはならない。

（１）入浴の実施に当たっては、入所者の自立支援
に資するよう、その心身の状況を踏まえ、特別浴
槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施
すること。
なお、入所者の心身の状況から入浴が困難である
場合には、清しきを実施するなどにより身体の清潔
保持に努めること。
（２）排せつに係る介護に当たっては、入所者の心
身の状況や排せつ状況などをもとに、トイレ誘導や
入所者の自立支援に配慮した排せつ介助など適切
な方法により実施すること。なお、おむつを使用せ
ざるを得ない場合には、入所者の心身及び活動状
況に適したおむつを提供し、適切におむつ交換を実
施すること。
（３）「介護医療院は、褥瘡が発生しないよう適切な
介護を行うとともに、その発生を予防するための体
制を整備しなければならない。」とは、褥瘡の予防
に関わる施設における整備や褥瘡に関する基礎的
知識を持ち、日常的なケアにおいて介護職員等が
配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上さ
せることを想定している。例えば、次のようなこと
が考えられる。
①	　当該施設における褥瘡のハイリスク者（日常生
活自立度が低い入所者等）に対し、褥瘡予防の
ための計画の作成、実践並びに評価をする。
②	　当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対
策を担当する者（看護師が望ましい。）を決めて
おく。

③	　医師、看護職員、介護職員、栄養士等からな
る褥瘡対策チームを設置する。
④	　当該施設における褥瘡対策のための指針を整
備する。

⑤	　介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内
職員継続教育を実施する。

また、施設外の専門家による相談、指導を積極的
に活用することが望ましい。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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食事の提供について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 22条】
１	　入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の
状況、病状及び嗜好を考慮したものとするととも
に、適切な時間に行われなければならない。
２	　入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮
し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努め
なければならない。

（１）食事の提供について
個々の入所者の栄養状態に応じて、摂食・嚥下機
能及び食形態にも配慮した栄養管理を行うように努
めるとともに、入所者の栄養状態、身体の状況並
びに病状及び嗜好を定期的に把握し、それに基づ
き計画的な食事の提供を行うこと。また、入所者
の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂等
で行われるよう努めなければならないこと。
（２）調理について
調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うと
ともに、その実施状況を明らかにしておくこと。
（３）適時の食事の提供について
食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以
降とすることが望ましいが、早くても午後５時以降
とすること。
（４）食事の提供に関する業務の委託について
食事の提供に関する業務は介護医療院自らが行うこ
とが望ましいが、栄養管理、調理管理、材料管理、
施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理
について施設自らが行う等、当該施設の管理者が
業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契
約内容により、食事サービスの質が確保される場
合には、当該施設の最終的責任の下で第三者に委
託することができること。
（５）療養室関係部門と食事関係部門との連携につ
いて
食事提供については、入所者の嚥下や咀嚼の状況、
食欲など心身の状態等を当該入所者の食事に的確
に反映させるために、療養室関係部門と食事関係
部門との連絡が十分とられていることが必要である
こと。
（６）	栄養食事相談
入所者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要
があること。
（７）	食事内容の検討について
食事内容については、当該施設の医師又は栄養士
を含む会議において検討が加えられなければなら
ないこと。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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相談及び援助について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 23条】
介護医療院は、常に入所者の心身の状況、病状、
その置かれている環境等の的確な把握に努め、入
所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じる
とともに、必要な助言その他の援助を行わなけれ
ばならない。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

その他のサービスの提供について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 24条】
１	　介護医療院は、適宜入所者のためのレクリエー
ション行事を行うよう努めるものとする。
２	　介護医療院は、常に入所者の家族との連携を図
るとともに、入所者とその家族との交流等の機会
を確保するよう努めなければならない。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

入所者に関する市町村への通知について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 25条】
介護医療院は、介護医療院サービスを受けている
入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞な
く、意見を付してその旨を市町村に通知しなければ
ならない。
　一	　正当な理由なしに介護医療院サービスの利

用に関する指示に従わないことにより、要介護
状態の程度を増進させたと認められるとき。

　二	　偽りその他不正の行為によって保険給付を
受け、又は受けようとしたとき。

基準省令第 25	条は、偽りその他不正の行為によっ
て保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為
若しくは重大な過失等により、要介護状態等若し
くはその原因となった事故を生じさせるなどした者
については、市町村が、介護保険法第 22	条第１
項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は同法
第 64	条に基づく保険給付の制限を行うことができ
ることに鑑み、介護医療院が、その入所者に関し、
保険給付の適正化の観点から市町村に通知しなけ
ればならない事由を列記したものである。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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管理者による管理について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 26条】
介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職
務に従事する常勤の者でなければならない。ただ
し、当該介護医療院の管理上支障のない場合は、
同一敷地内にある他の事業所若しくは施設等又は
サテライト型特定施設（指定地域密着型サービス
の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成
十八年厚生労働省令第三十四号）第百十条第四項
に規定するサテライト型特定施設をいう。）若しくは
サテライト型居住施設（同令第百三十一条第四項
に規定するサテライト型居住施設をいう。）の職務
に従事することができるものとする。

介護医療院の管理者は常勤であり、かつ、原則と
して専ら当該介護医療院の管理業務に従事するも
のである。ただし、以下の場合であって、介護医
療院の管理業務に支障がないときは、他の職務を
兼ねることができるものとする。
（１）	当該介護医療院の従業者としての職務に従事
する場合
（２）	当該介護医療院と同一敷地内にある他の事業
所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従
事する場合であって、特に当該介護医療院の管理
業務に支障がないと認められる場合
（３）	当該介護医療院が本体施設であって、当該本
体施設のサテライト型小規模介護老人保健施設、
サテライト型特定施設である指定地域密着型特定
施設又はサテライト型居住施設である指定地域密
着型介護老人福祉施設の管理者又は従業者として
の職務に従事する場合

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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管理者の責務について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 27条】
１	　介護医療院の管理者は、当該介護医療院の従
業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管
理を一元的に行わなければならない。
２	　介護医療院の管理者は、従業者にこの章の規
定を遵守させるために必要な指揮命令を行うもの
とする。
３	　介護医療院の管理者は、介護医療院に医師を
宿直させなければならない。ただし、当該介護医
療院の入所者に対するサービスの提供に支障がな
い場合にあっては、この限りではない。

（１）基準省令第 27	条第１項及び第２項は、介護医
療院の管理者の責務を、介護医療院の従業者の管
理及び介護医療院サービスの実施状況の把握その
他の管理を一元的に行うとともに、当該介護医療院
の従業者に基準省令の第４章の規定を遵守させる
ため必要な指揮命令を行うこととしたものである。
（２）基準省令第 27	条第３項は、介護医療院の管
理者は、介護医療院に医師を宿直させなければな
らないこととしたものである。ただし、以下のいず
れかの場合であって、介護医療院の入所者に対す
るサービスの提供に支障がない場合には、宿直を
要しないこととした。
　ａ　Ⅱ型療養床のみを有する介護医療院である場合
　ｂ	　医療機関併設型介護医療院であり同一敷地
内又は隣接する敷地にある病院又は診療所との
連携が確保されており、当該介護医療院の入
所者の病状が急変した場合に当該病院又は診
療所の医師が速やかに診察を行う体制が確保さ
れている場合

　ｃ	　その他、医療法施行規則第９条の15	の２に定
める場合と同様に、介護医療院の入所者の病状
が急変した場合においても当該介護医療院の医
師が速やかに診察を行う体制が確保されている
ものとして都道府県知事に認められている場合

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

介護療養型医療施設では、医師の宿直は必須。
一方、介護医療院では、原則必須だが、一部、
例外が認められている。

【宿直を要しない場合】
a

介護医療院

介護医療院

医療機関

Ⅱ型療養床のみを
有する場合

b
H

c

介護医療院 速やかに
診察を行う
体制あり

医師の宿直義務の例外規定の趣旨は、病院が入院患者の急変時に適切な対応がとれるよう、迅速な診療体
制確保を求めることを明確化するものであり、介護医療院を併設する病院の医師が当該介護医療院等の入
所者に対し、夜間・休日等の対応を行うことが可能となるよう宿直規定の見直しを行うことで、病院から介護
医療院等への転換促進を図ること。

医療法（昭和23年法律第205号）
第 16条　医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場

所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保
されている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

下線部は「地域包括ケアシステムの強化のため
の介護保険法等の一部を改正する法律」（平成
29 年法律第 52 号）により、改正された医療
法の一部。

78



医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号)
第 ９条の15の２　法第16条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速

やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められ
た場合とする。

平成30年３月22日付け厚生労働省医政局長通知「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行に
ついて（施行通知）」（医政発0322第13号）
１．改正の概要
（３）医師の宿直義務の例外規定の改正
①　隣接した場所に待機する場合
　ア　「隣接した場所」の定義
隣接した場所とは、その場所が事実上当該病院の敷地と同一であると認められる場合であり、次の（ア）又は
（イ）いずれかの場所を指すこととする。

　　　(ア)	同一敷地内にある施設（住居等）
　　　(イ)	敷地外にあるが隣接した場所にある施設（医療機関に併設した老人保健施設等）
　　　※公道等を挟んで隣接している場合も可とする。
　イ　「待機する」の定義
　　待機するとは、患者の急変時に速やかに緊急治療を行えるよう、備えていることを指すこととする。	

②　①に該当しない場合であっても速やかに診療が行える体制が確保されているものとして当該病院の所在地
の都道府県知事が認める際の具体的な基準は次のア～エのすべてを満たすものとする。
　ア	　入院患者の病状が急変した場合に、当該病院の看護師等があらかじめ定められた医師へ連絡をする体制
が常時確保されていること。

　イ　入院患者の病状が急変した場合に、当該医師が当該病院からの連絡を常時受けられること。
　ウ	　当該医師が速やかに当該病院に駆けつけられる場所にいること。特別の事情があって、速やかに駆けつけ
られない場合においても、少なくとも速やかに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出せること。

　エ　当該医師が適切な診療が行える状態であること。
　　　当該医師は適切な診療ができないおそれがある状態で診療を行ってはならない。

なお、都道府県知事が認めた後に上記ア～エのいずれかの事項に変更があった場合は、再度都道府県知事の確
認を要することとする。
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計画担当介護支援専門員の責務について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 28条】
計画担当介護支援専門員は、第十七条に規定する
業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一	　入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅
介護支援事業者に対する照会等により、その者
の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービ
ス等の利用状況等を把握すること。
二	　入所者の心身の状況、病状、その置かれてい
る環境等に照らし、その者が居宅において日常
生活を営むことができるかどうかについて定期的
に検討し、その内容等を記録すること。
三	　入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作
成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者
に対して情報を提供するほか、保健医療サービ
ス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携
すること。
四	　第三十八条第二項の規定による苦情の内容等
の記録を行うこと。

五	　第四十条第三項の規定による事故の状況及び事
故に際して採った処置についての記録を行うこと。

基準省令第 28 条は、介護医療院の計画担当介護
支援専門員の責務を定めたものである。
計画担当介護支援専門員は、基準省令第 17 条の
業務のほか、介護医療院が行う業務のうち、基準
省令第 12条第３項から第６項まで、第 38条第２項
及び第 42 条第２項に規定される業務を行うものと
する。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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運営規程について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 29条】
介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての
重要事項に関する規程を定めておかなければなら
ない。
一　施設の目的及び運営の方針
二　従業者の職種、員数及び職務の内容
三	　入所定員（Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ
型療養床に係る入所定員の数及びその合計数を
いう。）

四	　入所者に対する介護医療院サービスの内容及
び利用料その他の費用の額
五　施設の利用に当たっての留意事項

六　非常災害対策

七　その他施設の運営に関する重要事項

基準省令第 29	条は、介護医療院の適正な運営及
び入所者に対する適切な介護医療院サービスの提
供を確保するため、同条第１号から第７号までに掲
げる事項を内容とする規程を定めることを義務づけ
たものであるが、特に次の点に留意すること。

（１）施設の利用に当たっての留意事項（第５号）
入所者が介護医療院サービスの提供を受ける際に
入所者が留意すべき事項（入所生活上のルール、
設備の利用上の留意事項等）を指すものであるこ
と。
（２）非常災害対策（第６号）
「本ハンドブックｐ.83」の非常災害に関する具体的
計画を指すものであること。
（３）その他施設の運営に関する重要事項（第７号）
　ａ	　当該入所者又は他の入所者等の生命又は身
体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体
的拘束等を行う際の手続について定めておくこ
とが望ましい。

　ｂ	　当該施設における医師の宿直の有無について
定めておくこと。Ⅱ型療養床のみを有する介護
医療院である場合など医師の宿直がない施設に
ついてはその事由について定めておくこと。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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勤務体制の確保等について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 30条】
１	　介護医療院は、入所者に対し、適切な介護医療
院サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体
制を定めておかなければならない。

２	　介護医療院は、当該介護医療院の従業者によっ
て介護医療院サービスを提供しなければならな
い。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさな
い業務については、この限りでない。

３	　介護医療院は、従業者に対し、その資質の向
上のために、その研修の機会を確保しなければな
らない。

基準省令第 30	条は、入所者に対する適切な介護
医療院サービスの提供を確保するため、職員の勤
務体制等について規定したものであるが、このほか
次の点に留意すること。
（１）同条第１項は、介護医療院ごとに、原則として
月ごと療養棟ごとの勤務表を作成し、従業者の日々
の勤務時間、常勤・非常勤の別、看護・介護職員
等の配置、管理者との兼務関係等を明確にするこ
とを定めたものであること。
（２）夜間の安全の確保及び入所者のニーズに対応
するため、看護・介護職員による夜勤体制を確保
すること。また、休日、夜間等においても医師との
連絡が確保される体制をとること。
（３）同条第２項は、介護医療院サービスは、当該
施設の従業者によって提供することを原則としたも
のであるが、調理、洗濯等の入所者の処遇に直接
影響を及ぼさない業務については、第三者への委
託等を行うことを認めるものであること。
(４) 同条第３項は、当該介護医療院の従業者の資
質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や
当該施設内の研修への参加の機会を計画的に確保
することとしたものであること。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

定員の遵守について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 31 条】　介護医療院は、入所定員及び療養室
の定員を超えて入所させてはならない。ただし、
災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合
は、この限りでない。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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非常災害対策について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 32 条】　介護医療院は、非常災害に関する具
体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報
及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者
に周知するとともに、定期的に避難、救出その他
必要な訓練を行わなければならない。

（１）基準省令第 32 条は、介護医療院の入所者の
特性に鑑み、非常災害に際して必要な具体的計画
の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、
避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなけ
ればならないこととしたものである。
（２）「消火設備その他の非常災害に際して必要な設
備」とは、消防法（昭和 23 年法律第186 号）その
他の法令等に規定された設備を示しており、それらの
設備を確実に設置しなければならないものである。
（３）基準省令第 32	条は、介護医療院の開設者は、
非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係
機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓
練の実施等の対策の万全を期さなければならない
こととしたものである。関係機関への通報及び連
携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消
防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に
周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民
との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協
力してもらえるような体制作りを求めることとした
ものである。なお「非常災害に関する具体的計画」
とは、消防法施行規則（昭和 36年自治省令第６号）
第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含
む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための
計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれ
に基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定に
より防火管理者を置くこととされている介護医療院
にあってはその者に行わせるものとする。また、防
火管理者を置かなくてもよいこととされている介護
医療院においても、防火管理について責任者を定
め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業
務を行わせるものとする。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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衛生管理等について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 33条】
１	　介護医療院は、入所者の使用する施設、食器
その他の設備又は飲用に供する水について、衛生
的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる
とともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行
わなければならない。
２	　介護医療院は、当該介護医療院において感染
症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、
次に掲げる措置を講じなければならない。
　一	　当該介護医療院における感染症又は食中毒

の予防及びまん延の防止のための対策を検討
する委員会をおおむね三月に一回以上開催す
るとともに、その結果について、介護職員そ
の他の従業者に周知徹底を図ること。

　二	　当該介護医療院における感染症又は食中毒
の予防及びまん延の防止のための指針を整備
すること。

　三	　当該介護医療院において、介護職員その他
の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及
びまん延の防止のための研修を定期的に実施
すること。

　四	　前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働
大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑わ
れる際の対処等に関する手順に沿った対応を行
うこと。

３	　介護医療院の管理者は、次に掲げる業務を委
託する場合は、医療法施行規則第九条の八、第
九条の九、第九条の十二、第九条の十三、別表
第一の二及び別表第一の三の規定を準用する。
この場合において、同令第九条の八第一項中「法
第十五条の三第一項第二号の病院、診療所又は
前条の施設（施設告示第四号に定める施設を除
く。）における厚生労働省令で定める基準」とあ
るのは「病院、診療所又は臨床検査技師等に関す
る法律第二十条の三第一項の規定に基づき厚生
労働大臣が定める施設（昭和五十六年厚生省告
示第十七号。次項において「施設告示」という。）
に定める施設（第四号に掲げる施設を除く。）に
おける検体検査の業務の適正な実施に必要なも
のの基準」と、同条第二項中「法第十五条の三
第一項第二号の前条の施設（施設告示第四号に
定める施設に限る。）における厚生労働省令で定
める基準」とあるのは「施設告示第四号に掲げる
施設における検体検査の業務の適正な実施に必

（１）基準省令第 33 条は、介護医療院の必要最低
限の衛生管理等を規定したものであるが、このほ
か、次の点に留意すること。
　①	　調理及び配膳に伴う衛生は、食品衛生法（昭

和 22 年法律第 233 号）等関係法規に準じて
行われなければならない。なお、食事の提供
に使用する食器等の消毒も適正に行われなけ
ればならないこと。

　②	　食中毒及び感染症の発生を防止するための
措置等について、必要に応じて保健所の助言、
指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つ
こと。

　③	　特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸
菌感染症対策、レジオネラ症対策等について
は、その発生及びまん延を防止するための措
置について、別途通知等が発出されているの
で、これに基づき、適切な措置を講じること。

　④	　空調設備等により施設内の適温の確保に努
めること。

（２）基準第 33条第２項に規定する感染症又は食中
毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措
置については、具体的には次の①から④までの取
扱いとすること。
　①	　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための対策を検討する委員会当該施設にお
ける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防
止のための対策を検討する委員会（以下「感
染対策委員会」という。）であり、幅広い職種（例
えば、当該施設の管理者、事務長、医師、看
護職員、介護職員、栄養士、生活相談員）に
より構成する。構成メンバーの責務及び役割
分担を明確にするとともに、専任の感染対策
を担当する者（以下「感染対策担当者」とい
う。）を決めておくことが必要である。感染対
策委員会は、入所者の状況など施設の状況に
応じ、おおむね３月に１回以上、定期的に開催
するとともに、感染症が流行する時期等を勘案
して必要に応じ随時開催する必要がある。

　　	なお、感染対策委員会は、運営委員会など施
設内の他の委員会と独立して設置・運営するこ
とが必要であるが、基準第 40 条第１項第３号
に規定する事故発生の防止のための委員会に
ついては、関係する職種、取り扱う事項等が
感染対策委員会と相互に関係が深いと認めら

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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要なものの基準」と、第九条の九第一項中「法第
十五条の三第二項の規定による医療機器又は医
学的処置若しくは手術」とあるのは「医療機器又
は医学的処置」と、第九条の十二中「法第十五
条の三第二項の規定による第九条の八の二に定め
る医療機器」とあるのは「医薬品医療機器等法第
二条第八項に規定する特定保守管理医療機器」と、
第九条の十三中「法第十五条の三第二項の規定
による医療」とあるのは「医療」と読み替えるも
のとする。
　一	　第五条第二項第二号ロ及び第四十五条第二

項第二号ロに規定する検体検査の業務
　二	　医療機器又は医学的処置の用に供する衣類

その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務
　三	　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第二条第八項に規定
する特定保守管理医療機器の保守点検の業務

　四	　医療の用に供するガスの供給設備の保守点
検の業務（高圧ガス保安法（昭和二十六年法
律第二百四号）の規定により高圧ガスを製造
又は消費する者が自ら行わなければならない
ものを除く。）

れることから、これと一体的に設置・運営する
ことも差し支えない。感染対策担当者は看護
師であることが望ましい。

　　	また、施設外の感染管理等の専門家を委員と
して積極的に活用することが望ましい。

　②	　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止
のための指針

　　	当該施設における「感染症及び食中毒の予防
及びまん延の防止のための指針」には、平常
時の対策及び発生時の対応を規定する。

　　	平常時の対策としては、施設内の衛生管理（環
境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理
等）、日常のケアにかかる感染対策（標準的な
予防策（例えば、血液・体液・分泌液・排泄物（便）
などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるとき
どのようにするかなどの取り決め）、手洗いの
基本、早期発見のための日常の観察項目）等、
発生時の対応としては、発生状況の把握、感
染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村に
おける施設関係課等の関係機関との連携、医
療処置、行政への報告等が想定される。また、
発生時における施設内の連絡体制や前記の関
係機関への連絡体制を整備し、明記しておくこ
とも必要である。

　　	なお、それぞれの項目の記載内容の例につ
いては、「高齢者介護施設における感染対策
マ ニュア ル 」（http://www.mhlw.go.jp/
topics/kaigo/osirase/tp0628-1/index.
html）を参照されたい。

　③	　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止
のための研修

　　	介護職員その他の従業者に対する「感染症及
び食中毒の予防及びまん延の防止のための研
修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適
切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設
における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛
生的なケアの励行を行うものとする。

　　	職員教育を組織的に浸透させていくためには、
当該施設が指針に基づいた研修プログラムを
作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催す
るとともに、新規採用時には必ず感染対策研
修を実施することが重要である。また、調理
や清掃などの業務を委託する場合には、委託
を受けて行う者に対しても、施設の指針が周
知されるようにする必要がある。

　　	また、研修の実施内容についても記録するこ
とが必要である。研修の実施は、職員研修施
設内での研修で差し支えない。
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　④	　施設は、入所予定者の感染症に関する事項
も含めた健康状態を確認することが必要であ
るが、その結果感染症や既往であっても、一
定の場合を除き、サービス提供を断る正当な
理由には該当しないものである。こうした者が
入所する場合には、感染対策担当者は、介護
職員その他の従業者に対し、当該感染症に関
する知識、対応等について周知することが必
要である。

（３）業務委託
介護医療院において、次に掲げる業務を委託する
場合は、入所定員の規模に応じ医療法施行規則に
準じて行うこと。
　①　検体検査の業務
　②	　医療機器及又は医学的処置の用に供する衣

類その他の繊維製品の減菌又は消毒の業務
　③	　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第８項に規定
する特定保守管理医療機器の保守点検の業務

　④	　診療の用に供するガスの供給設備の保守点
検の業務（高圧ガス保安法（昭和 26	年法律
第 204	号）の規定により高圧ガスを製造又は
消費する者が自ら行わなければならないもの
を除く。）

協力病院について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 34条】
１	　介護医療院は、入所者の病状の急変等に備え
るため、あらかじめ、協力病院を定めておかなけ
ればならない。
２	　介護医療院は、あらかじめ、協力歯科医療機関
を定めておくよう努めなければならない。

基準省令第 34 条は、介護医療院の入所者の病状
の急変等に対応するため、あらかじめ１以上の協力
病院を定めておくとともに、歯科医療の確保の観点
からあらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう
努めなければならない旨規定したものであること。
なお、その選定に当たっては、必要に応じ、地域
の関係団体の協力を得て行われるものとするほか、
次の点に留意すること。
（１）協力病院は、介護医療院から自動車等による
移送に要する時間がおおむね20	分以内の近距離
にあること。
（２）当該病院が標榜している診療科名等からみて、
病状急変等の事態に適切に対応できるものである
こと。
（３）協力病院に対しては、入所者の入院や休日夜
間等における対応について円滑な協力を得るため、
あらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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掲示について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 35 条】　介護医療院は、当該介護医療院の見
やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の
体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択
に資すると認められる重要事項を掲示しなければな
らない。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

秘密保持等について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 36条】
１	　介護医療院の従業者は、正当な理由がなく、
その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密
を漏らしてはならない。
２	　介護医療院は、従業者であった者が、正当な理
由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家
族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を
講じなければならない。

３	　介護医療院は、居宅介護支援事業者等に対し
て、入所者に関する情報を提供する際には、あら
かじめ文書により入所者の同意を得ておかなけれ
ばならない。

（１）基準省令第 36	条第１項は、介護医療院の従
業者に、その業務上知り得た入所者又はその家族
の秘密の保持を義務づけたものであること。
（２）同条第２項は、介護医療院に対して、過去に当
該介護医療院の従業者であった者が、その業務上
知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことが
ないよう必要な措置を取ることを義務づけたもので
あり、具体的には、介護医療院は、当該介護医療
院の従業者が、従業者でなくなった後においてもこ
れらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時等
に取り決め、例えば違約金についての定めを置くな
どの措置を講ずべきこととするものであること。
（３）同条第３項は、入所者の退所後の居宅におけ
る居宅介護支援計画の作成等に資するために、居
宅介護支援事業者等に対して情報提供を行う場合
には、あらかじめ、文書により入所者から同意を得
る必要があることを規定したものであること。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 37条】
１	　介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその
従業者に対し、要介護被保険者に当該介護医療院
を紹介することの対償として、金品その他の財産
上の利益を供与してはならない。

２	　介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその
従業者から、当該介護医療院からの退所者を紹介
することの対償として、金品その他の財産上の利
益を収受してはならない。

（１）基準省令第 37	条第１項は、居宅介護支援事
業者による介護保険施設の紹介が公正中立に行わ
れるよう、介護医療院は、居宅介護支援事業者又
はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当
該施設を紹介することの対償として、金品その他の
財産上の利益を供与してはならない旨を規定したも
のであること。
（２）	同条第２項は、入所者による退所後の居宅介護
支援事業者の選択が公正中立に行われるよう、介
護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者
から、当該施設からの退所者を紹介することの対償
として、金品その他の財産上の利益を収受してはな
らない旨を規定したものであること。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知
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苦情処理について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 38条】
１	　介護医療院は、提供した介護医療院サービスに
関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ
適切に対応するために、苦情を受け付けるための
窓口を設置する等の必要な措置を講じなければな
らない。

２	　介護医療院は、前項の苦情を受け付けた場合に
は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

３	　介護医療院は、提供した介護医療院サービスに
関し、法第 23 条の規定による市町村が行う文書
その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該
市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入
所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力
するとともに、市町村から指導又は助言を受けた
場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を
行わなければならない。
４	　介護医療院は、市町村からの求めがあった場合
には、前項の改善の内容を市町村に報告しなけれ
ばならない。

（１）基準省令第 38	条第１項にいう「必要な措置」
とは、苦情を受け付けるための窓口を設置すること
のほか、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、
当該施設における苦情を処理するために講ずる措
置の概要について明らかにし、これを入所者又はそ
の家族にサービスの内容を説明する文書に記載す
るとともに、施設に掲示すること等である。
（２）同条第２項は、苦情に対し介護医療院が組織と
して迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（介
護医療院が提供したサービスとは関係のないもの
を除く。）の受付日、内容等を記録することを義務
づけたものである。
また、介護医療院は、苦情がサービスの質の向上
を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、
苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向け
た取組を自ら行うべきである。なお、基準省令第
42 条第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録
は、２年間保存しなければならない。

（３）介護保険法上、苦情処理に関する業務を行う
ことが位置付けられている国民健康保険団体連合
会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、
かつ、保険者である市町村が、介護医療院サービ
スに関する苦情に対応する必要が生ずることから、
市町村についても国民健康保険団体連合会と同様
に、介護医療院に対する苦情に関する調査や指導、
助言を行えることを明確にしたものである。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

【介護保険法第 23条】
市町村は、保険給付に関して必要があると認
めるときは、当該保険給付を受ける者若しく
は当該保険給付に係る居宅サービス等（居宅
サービス（これに相当するサービスを含む。）、
地域密着型サービス（これに相当するサービ
スを含む。）、居宅介護支援（これに相当する
サービスを含む。）、施設サービス、介護予防
サービス（これに相当するサービスを含む。）、
地域密着型介護予防サービス（これに相当す
るサービスを含む。）若しくは介護予防支援（こ
れに相当するサービスを含む。）をいう。）を
担当する者若しくは保険給付に係る第 45 条
第１項に規定する住宅改修を行う者又はこれら
の者であった者（第 24 条の２第１項第１号に
おいて「照会等対象者」という。）に対し、文
書その他の物件の提出若しくは提示を求め、
若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは
照会をさせることができる。
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５	　介護医療院は、提供した介護医療院サービスに
関する入所者からの苦情に関して連合会（国民健
康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第
四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連
合会をいう。以下この項及び次項において同じ。）
が行う法第 176 条第１項第３号の規定による調査
に協力するとともに、連合会から同号の規定によ
る指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助
言に従って必要な改善を行わなければならない。
６	　介護医療院は、連合会からの求めがあった場合
には、前項の改善の内容を連合会に報告しなけれ
ばならない。

【介護保険法第 176 条第１項第３号】
１　連合会は、国民健康保険法の規定による業
務のほか、次に掲げる業務を行う。
　一	　第四十一条第十項（第四十二条の二第

九項、第四十六条第七項、第四十八条第
七項、第五十一条の三第八項、第五十三
条第七項、第五十四条の二第九項、第
五十八条第七項及び第六十一条の三第八
項において準用する場合を含む。）の規定
により市町村から委託を受けて行う居宅介
護サービス費、地域密着型介護サービス
費、居宅介護サービス計画費、施設介護
サービス費、特定入所者介護サービス費、
介護予防サービス費、地域密着型介護予
防サービス費、介護予防サービス計画費
及び特定入所者介護予防サービス費の請
求に関する審査及び支払

　二	　第百十五条の四十五の三第六項の規定
により市町村から委託を受けて行う第一号
事業支給費の請求に関する審査及び支払
並びに第百十五条の四十七第六項の規定
により市町村から委託を受けて行う介護予
防・日常生活支援総合事業の実施に必要
な費用の支払決定に係る審査及び支払で
あって、前号に掲げる業務の内容との共通
性その他の事情を勘案して厚生労働省令
で定めるもの

　三	　指定居宅サービス、指定地域密着型サー
ビス、指定居宅介護支援、指定施設サー
ビス等、指定介護予防サービス、指定地
域密着型介護予防サービス及び指定介護
予防支援の質の向上に関する調査並びに
指定居宅サービス事業者、指定地域密着
型サービス事業者、指定居宅介護支援事
業者、介護保険施設、指定介護予防サー
ビス事業者、指定地域密着型介護予防サー
ビス事業者及び指定介護予防支援事業者
に対する必要な指導及び助言
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地域との連携等について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 39条】
１	　介護医療院は、その運営に当たっては、地域住
民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行
う等の地域との交流に努めなければならない。
２	　介護医療院は、その運営に当たっては、提供し
た介護医療院サービスに関する入所者からの苦情
に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助
を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力
するよう努めなければならない。

（１）基準省令第 39 条第１項は、介護医療院が地
域に開かれたものとして運営されるよう、地域の住
民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等
の地域との交流を図らなければならないこととした
ものである。
（２）同条第２項は、基準省令第２条第３項の趣旨に
基づき、介護相談員を積極的に受け入れる等、市
町村との密接な連携に努めることを規定したもので
ある。
なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員
派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人
会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事
業が含まれるものである。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

【基準省令第２条第３項】
介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、
地域や家庭との結び付きを重視した運営を行
い、市町村（特別区を含む。）、居宅介護支援
事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険
施設その他の保健医療サービス又は福祉サー
ビスを提供する者との密接な連携に努めなけれ
ばならない。
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事故発生の防止及び発生時の対応について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 40条】
１	　介護医療院は、事故の発生又はその再発を防
止するため、次に定める措置を講じなければなら
ない。

　一	　事故が発生した場合の対応、次号の報告の
方法等が記載された事故発生の防止のための
指針を整備すること。

二	　事故が発生した場合又はそれに至る危険性が
ある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、
その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底す
る体制を整備すること。

①　事故発生の防止のための指針
介護医療院が整備する「事故発生の防止のための
指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。
イ	　施設における介護事故の防止に関する基本的
考え方
ロ	　介護事故の防止のための委員会その他施設内
の組織に関する事項
ハ	　介護事故の防止のための職員研修に関する基
本方針
ニ	　施設内で発生した介護事故、介護事故には至
らなかったが介護事故が発生しそうになった場
合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置してお
くと介護事故に結びつく可能性が高いもの（以下
「介護事故等」という。）の報告方法等の介護に
係る安全の確保を目的とした改善のための方策
に関する基本方針
ホ	　介護事故等発生時の対応に関する基本方針
ヘ	　入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基
本方針

ト	　その他介護事故等の発生の防止の推進のため
に必要な基本方針
②	　事実の報告及びその分析を通じた改善策の職
員に対する周知徹底

介護医療院が、報告、改善のための方策を定め、
周知徹底する目的は、介護事故等について、施設
全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるた
めのものであり、決して職員の懲罰を目的としたも
のではないことに留意することが必要である。
具体的には、次のようなことを想定している。
イ	　介護事故等について報告するための様式を整
備すること。
ロ	　介護職員その他の職員は、介護事故等の発生
又は発見ごとにその状況、背景等を記録するとと
もに、イの様式に従い、介護事故等について報
告すること。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

指針に盛り込む項目

整備する具体的な体制等

改善策を周知徹底する体制を整備

事故発生の防止のための指針の整備

事故の発生・再発を防止するため、介護医療院
は、事故発生の防止のための指針、改善策を
周知徹底する体制を整備するとともに、事故発
生の防止のための委員会の開催、従業者に対
する研修を行わなければならない。
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三	事故発生の防止のための委員会及び従業者に対
する研修を定期的に行うこと。

２　介護医療院は、入所者に対する介護医療院サー
ビスの提供により事故が発生した場合は、速やかに
市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必
要な措置を講じなければならない。

ハ	　③の事故発生の防止のための委員会において、
ロにより報告された事例を集計し、分析すること。
ニ	　事例の分析に当たっては、介護事故等の発生
時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、
結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。

ホ	　報告された事例及び分析結果を職員に周知徹
底すること。
ヘ	　防止策を講じた後に、その効果について評価
すること。
③　事故発生の防止のための委員会
介護医療院における「事故発生の防止のための検
討委員会」（以下「事故防止検討委員会」という。）
は、介護事故発生の防止及び再発防止のための対
策を検討する委員会であり、幅広い職種（例えば、
当該施設の管理者、事務長、医師、看護職員、介
護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバー
の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任
の安全対策を担当する者を決めておくことが必要で
ある。
なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他
の委員会と独立して設置・運営することが必要であ
るが、感染対策委員会については、関係する職種、
取り扱う事項等が事故防止検討委員会と相互に関
係が深いと認められることから、これと一体的に設
置・運営することも差し支えない。事故防止検討委
員会の責任者はケア全般の責任者であることが望
ましい。
また、事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専
門家を委員として積極的に活用することが望ましい。
④　事故発生の防止のための職員に対する研修
介護職員その他の職員に対する事故発生の防止の
ための研修の内容としては、事故発生防止の基礎
的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、
介護医療院における指針に基づき、安全管理の徹
底を行うものとする。
職員教育を組織的に徹底させていくためには、介
護医療院が指針に基づいた研修プログラムを作成
し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、
新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を実施
することが重要である。
また、研修の実施内容についても記録することが
必要である。研修の実施は、職員研修施設内での
研修で差し支えない。

事故発生の防止のための委員会の具体的な内容。
他の委員会と独立して設置・運営することが必要で
あること等に留意が必要。

従業者に対する研修の具体的な内容。
研修プログラムを作成し、定期的に開催するこ
とや、研修の実施内容の記録について留意が
必要。

事故発生の防止のための委員会
従業者に対する研修
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３	　介護医療院は、前項の事故の状況及び事故に際
して採った処置について記録しなければならない。
４	　介護医療院は、入所者に対する介護医療院サー
ビスの提供により賠償すべき事故が発生した場合
は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

⑤	損害賠償
介護医療院は、賠償すべき事態となった場合には、
速やかに賠償しなければならない。そのため、損
害賠償保険に加入しておくか又は賠償資力を有する
ことが望ましい。

会計の区分について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 41条】
	介護医療院は、介護医療院サービスの事業の会計
とその他の事業の会計を区分しなければならない。

基準省令第 41	条は、介護医療院は、介護医療院
サービスと他の介護給付等対象サービスとの経理を
区分するとともに、介護保険の事業の会計とその他
の事業の会計を区分しなければならないこととした
ものであるが、具体的な会計処理の方法等につい
ては、別に通知するところによるものであること。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

介護保険の給付対象事業における会計の区分
について（平成13年３月28日老振発第18号）
介護医療院会計・経理準則の制定について（平
成 30年３月22日老発 0322 第８号）
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記録の整備について

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

【第 42条】
１	　介護医療院は、従業者、施設及び構造設備並
びに会計に関する諸記録を整備しておかなければ
ならない。
２	　介護医療院は、入所者に対する介護医療院サー
ビスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ
の完結の日から二年間保存しなければならない。
　一　施設サービス計画
　二	　第十二条第四項の規定による居宅において

日常生活を営むことができるかどうかについて
の検討の内容等の記録

　三	　第十三条第二項の規定による提供した具体
的なサービスの内容等の記録

　四	　第十六条第五項の規定による身体的拘束等
の態様及び時間、その際の入所者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理由の記録

　五	　第二十五条の規定による市町村への通知に
係る記録

　六	　第三十八条第二項の規定による苦情の内容
等の記録

　七	　第四十条第三項の規定による事故の状況及
び事故に際して採った処置についての記録

基準省令第 42条第２項の介護医療院サービスの提
供に関する記録には診療録が含まれるものであるこ
と（ただし、診療録については、医師法第 24	条第
２項の規定により、５年間保存しなければならない
ものであること）。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準

介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準について

省令 通知

＜参考＞

医師法（昭和23年法律第201号）
第２４条　医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
　２ 　前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、

その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
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